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平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより、定期の予防接種が完了していない人への救済措置が実
施されます。
《対　象》
１期：満３歳から90か月（７歳６か月）

＊流行地へ渡航等の理由で、保護者が接種を希望される場合は
生後6か月から接種することができます。

２期：９歳以上13歳未満
《標準的な接種例》
１期初回接種　６～28日の間隔で２回
１期追加接種　１期初回２回目接種終了後約１年おいて１回
２期接種　　　１期接種終了後、９歳以上13歳未満の間に１回
《対処法》
●積極的な勧奨の差し控えにより、1期における3回の接種を受けられなかった人
①１期初回接種（2回）のうち、1回接種を受けた人
対象年齢（生後6月～90月までの間又は9歳～13歳未満の間）に、6日以上の間隔をおいて残りの2

回の接種を行うことができます。
②1期初回接種（2回）を受けた人
対象年齢（生後6月～90月までの間又は9歳～13歳未満の間）に、残り1回の接種を行うことがで

きます。
＊①②共に、既に接種済の接種と今回の接種間隔については6日以上の間隔をおきます。
③1期の予防接種を全く受けていない人
対象年齢（9歳～13歳未満の間）に、6日から28日までの間隔をおいて2回、追加接種については2

回接種後概ね1年を経過した時期に1回接種することができます。
●第２期（９歳～13歳未満）の人

９歳～13歳未満の時期に２期の接種（１回）を受けることができます。ただし、２期（９歳～13
歳未満）の時期に接種を受けられなかった人の接種機会につ
いては、今のところは不明です。

市では、学校教育の充実をはじめ、伝統・歴史文化の継承や、家庭教育、生涯学習の推進、スポ
ーツの振興など、教育振興の施策に関する「長浜市教育振興基本計画」の策定に向けて取り組んで
います。
このたび、計画素案がまとまりましたので、その内容について広く市民の皆さんからの意見を募集します。
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「長浜市教育振興基本計画（素案）」についてご意見を募集します

●閲覧場所
教育総務課（浅井支所２階）、市政情報コーナー（本館１階、８支所）
もしくは、市のホームページからダウンロード

●意見の提出方法
任意の様式に住所、氏名を記入して、持参、郵便、ＦＡＸ又は電子メールにより下記までお寄せく

ださい。（書面での提出とします。）

●意見募集期間
11月８日(月)まで ※郵便の場合は消印有効、それ以外は執務時間内必着とします。

●閲覧場所
教育総務課（浅井支所２階）、市政情報コーナー（本館１階、８支所）
もしくは、市のホームページからダウンロード

●意見の提出方法
任意の様式に住所、氏名を記入して、持参、郵便、ＦＡＸ又は電子メールにより下記までお寄せく

ださい。（書面での提出とします。）

●意見募集期間
11月８日(月)まで ※郵便の場合は消印有効、それ以外は執務時間内必着とします。

提出先・問合せ先
〒526－0292 長浜市内保町2490－1 市役所浅井支所２階　教育委員会事務局教育総務課
（7７４－３７００　ＦＡＸ７４－３７９１　Eメールkyouiku-soumu@city.nagahama.lg.jp）

ＪＲ木ノ本駅前団地（全25区画）宅地分譲のお知らせ
滋賀県住宅供給公社が長浜市木之本町内で開発したＪＲ木ノ本駅前団地

について、現地案内会を開催します。販売価格は、１区画530万円台
（201.43㎡）から730万円台（258.04㎡）、建築条件なしの宅地分譲です。
現在、先着順にて受付中です。詳しくは、■問まで。

【現地案内開催期間および場所】10月23日(土)～24日(日) 10時～16時
長浜市木之本町黒田字桶那田

【期間中の連絡先】０９０－３０３２－３８８６

本年２月から診療を休止して
いました眼科診療が、常勤医師
の着任により10月14日（木）
から診療を再開します。

【医　師】
尾}} 幹大(おざき みきお)

【診療日】
午前診療：月/火/木/金/土
午後診療：土

湖北病院からお知らせ　
眼科診療を再開します

平成20年度から整備していた広場がおおむね完成しましたので、
12月１日（水）から利用できます。
【申込方法】神照運動公園内の多目的競技場事務室へ申込んでください。

申込みは使用する日の２か月前の月の１日から可能です
（電話可）。

【休場日】休日の翌日および年末年始　
【使用時間】８時30分から17時まで
【使用料】１時間あたり800円（全面利用時）

※使用料は利用団体により異なります。
【参　考】少年サッカーや少年野球は２面とれます。

成人の野球はできません。

神照運動公園の西側広場が
12月から利用できます

■問 都市計画課（7６５－６５４１）
■問 湖北病院（7８２－３３１５）

■問 健康推進課
（7６５－７７７９）

日本脳炎予防接種 「勧奨差し控えによる未接種者の人への対応について」

■問 健康推進課（7６５－７７７９）

インフルエンザ実施医療機関が決定しました。

【助成（補助）申請窓口】健康推進課・木之本健康推進事務所（木之本支所3Ｆ）
保健センター浅井分室(浅井支所１Ｆ）・各支所福祉生活課

受託医療機関名（所在地）
岩本整形外科(大戌亥町)
岡崎医院(東上坂町)
おくだ医院(平方町)
おくのこどもクリニック(南高田町)
おぐり眼科クリニック(山階町)
垣見医院(宮司町)
筧医院(大東町)
北嶋医院(神照町)
くもん医院(勝町)
クリニックムライ(八幡中山町)
小林クリニック(国友町)
近藤クリニック(元浜町)
佐々木クリニック(小堀町)
佐藤クリニック(平方町)
佐野クリニック(相撲町)
澤医院(加納町)
澤田医院(大宮町)
下坂クリニック(下坂中町)
市立長浜病院(大戌亥町)
つつみクリニック(神照町)
堤内科医院(宮前町)
中西医院(高田町)
長浜青樹会病院セフィロトヘルスケア(寺田町)
長浜赤十字病院(宮前町)
西川医院(元浜町)
のざと内科(平方町)
橋場レディスクリニック(南高田町)
はなの木下坂クリニック(弥高町)
華房クリニック(南呉服町)
東野医院(加田町)
びわこ学園長浜診療所（朝日町）
布施クリニック(列見町)
森上内科循環器科クリニック(七条町)

地区

長　浜

電話番号
64-1866
65-0019
65-5775
62-2773
65-2377
63-3521
62-7330
63-5901
68-1116
65-2125
65-6060
64-2110
53-1701
65-0100
65-5800
63-0234
62-0875
62-0080
68-2300
63-0223
62-0039
63-1812
62-1652
63-2111
62-4412
62-5550
63-5555
68-2710
62-1547
65-3380
63-6150
65-3811
64-4846

受託医療機関名（所在地）
浅井診療所(当目町)
あざいリハビリテーションクリニック(野瀬町)
おしたにクリニック(内保町)
嶋田ファミリークリニック(内保町)
中川医院(曽根町)
中浜医院びわ診療所(益田町)
橋本医院(川道町)
東川クリニック(弓削町)
太田医院(大井町)
湖北グリーブクリニック(月ヶ瀬町)
さざなみ整形外科(宮部町)
虎姫診療所(田町)
安達クリニック(湖北町速水)
江村医院(湖北町山本)
源内クリニック(湖北町山本)
みやこクリニック(湖北町速水)
雨森医院(高月町雨森)
上松医院(高月町磯野)
布施内科医院(高月町高月)
安井医院(高月町高月)
岩根医院(木之本町木之本)
荻野医院(木之本町木之本)
長浜市立湖北病院(木之本町黒田)
前川医院(木之本町木之本)
中之郷診療所(余呉町中之郷)
塩津診療所(西浅井町塩津浜)
永原診療所(西浅井町大浦)
永原診療所菅浦出張診療所(西浅井町菅浦)

地区

浅　井

び　わ

虎　姫

湖　北

高　月

木之本

西浅井

余　呉

電話番号
74-1209
76-8111
74-2011
74-8110
72-8077
72-3010
72-3668
72-8633
73-2032
73-3917
73-8111
73-2062
78-0005
79-0007
79-8014
78-1884
85-3106
85-3189
85-5600
85-3110
82-2045
82-5177
82-3315
82-2038
86-8105
88-0341
89-0012
89-0012

※医療機関によって接種対象者が違います。医療機関へお問
合せください。

※中学生が保護者の同伴なしで接種を希望される場合は、健
康推進課までお問合せください。

■問 滋賀県住宅供給公社企画管理課 平日9時～17時（7０７７－５２２－２５５１）
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